
（1） 市
　本市では本計画の施策・事業を総合的に実施し、地域福祉の推進に取り組みます。また、本計画の周知
を図るとともに、事業の効果等を踏まえ、地域づくりに資する事業の一体的な実施に向け、庁内だけでな
く市民や各関係機関との連携強化に取り組みます。

（2） 社会福祉協議会
　地域福祉推進の中心的な役割を果たす団体として、地域の関係機関や団体等と連携し、地域のつなが
りと支援の輪を広げていくという重要な役割を果たしています。
　そのため、本計画と富谷市社会福祉協議会で策定した「地域福祉活動推進計画」をもとに、「地域共生
社会」の実現に向けて、本市の地域福祉を推進していくことが重要です。

（3） 事業者・関係機関
　福祉サービス事業者や地域包括支援センター等の関係機関は、サービスの質の確保や事業・サービス
内容の情報提供及び周知、地域や他の関係機関との連携に取り組むことが求められています。
　中でも、社会福祉法人では、対応が困難な福祉ニーズに対応するため、地域における公益的な取り組
みを地域と連携して実施していくことが求められています。

（4） 市民
　市民一人ひとりがお互いの人格・個性を尊重し、地域の人々や社会福祉協議会、事業者、関係機関、市
等と連携するとともに、地域福祉活動に積極的に参画し、共生社会の実現に取り組んでいくことが求め
られています。 本計画等を参考にしながら、富谷市民として自分に何ができるかを考えてみましょう。

　今後、誰もが住み慣れた地域で暮らしていくために行政だけでなく、地域の中での住民同士の助け
合いや支え合い「互助・共助」を進めていく必要があります。また、市・社会福祉協議会・事業者・関係機
関・市民等がそれぞれの専門性を活かし、主体性を持ちながら、包括的に取り組むことが重要です。

　誰もが幸せに暮らせる地域であるた
めに、住民一人ひとりが住んでいる地
域にある困りごとを「自分のこと」とし
てとらえ、「幸せづくりの担い手」となっ
て、みんなで支え合っていくことです。
　そのため、住民一人ひとりが役割を
持ち、地域でつながり、ともに助け合い
ながら、地域をつくっていく「地域共生
社会の実現」を目指しています。

　総合計画に基づき、福祉に関する諸計画を横断的に接続し、福祉の向上を目指す令和3年度から
令和8年度までの「福祉分野の上位計画」です。行政としての地域福祉の理念や推進に向けて基本的
な方向を定め、社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と連携・協働し、行政と民間が一体とな
り、包括的に地域福祉を推進していきます。
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4　地域福祉の推進に向けて

１　地域福祉とは

２　地域福祉計画とは

　本市では、「住みたくなるまち日本一　〜100年間ひとが増え続けるまち　村から町へ　町から市へ〜」

を将来像に、富谷市が市民の「誇り」となるよう、「オールとみや」の体制で各種施策を推進しています。

　今後も地域共生社会の実現に向け、地域福祉の意識醸成を図り、地域全体で支え合える体制を構築

するため、以下の基本理念を掲げます。

『〜みんなで地域を守り育み  支え合うまちづくり〜』
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　地域での助け合い・支え合いの推進に向け、意識啓発や活躍の場等の機会を通してともに学び、さ
らに学んだことを活かして、地域福祉を支える人材として、一人ひとりが役割を持ち、課題解決に取り
組む地域を目指します。

　ニーズに応じた支援や生活環境の整備、権利擁護の取り組みを強化し、地域に住むすべての人が
必要な時に適切なサービスを利用でき、住み慣れた地域で安心して、自分らしい生活を送ることがで
きる地域づくりを目指します。

　多様化・複雑化している生活課題の解決に向け、社会福
祉協議会や民生委員・児童委員、福祉関係団体、事業所等
と連携し、相談や情報共有体制を強化し、多分野・多機関
による包括的な支援体制の構築を目指します。

　地域共生社会を実現するため、交流の場づくりや地域活動への支援に取り組むとともに、緊急時に
備えて日頃からの地域のつながりを強化することにより、地域全体でつながり、地域福祉を推進する
地域力の向上を目指します。

方向性1  多様な福祉ニーズへの対応 重点
（1）情報の発信・共有
（2）福祉サービスの充実

方向性2  権利擁護の推進と体制づくり<成年後見制度利用促進基本計画>
（1）権利擁護と成年後見制度の利用促進

方向性3  一人ひとりの状況に応じた支援の展開<生活困窮者自立支援計画>
（1）生活困窮者等への支援充実
（2）働く機会の確保

方向性4  安全・安心に暮らせる環境づくり
（1）住宅等の支援
（2）福祉のまちづくりの推進
（3）移動手段の充実

方向性5  生きるための包括的支援の体制づくり<自死対策計画>
（1）身近で大切な人の心の声に気づき、気軽に相談できる体制づくり
（2）自死対策を支える人材の育成
（3）児童生徒のSOSの出し方に関する教育の充実

方向性1  包括的な相談支援体制の整備 重点
（1）相談窓口の充実・周知
（2）気軽に相談できる体制づくり

方向性2  地域福祉ネットワークの構築
（1）多分野・多機関による包括的支援体制の構築
（2）関係機関との交流・情報共有の推進

方向性1  交流・つながりの場づくり 重点
（1）地域で集う場の整備と活用
（2）つながる機会の充実

方向性2  地域力の向上
（1）地域福祉リーダーの育成
（2）見守り・声かけの推進

方向性3  地域の健康づくりの推進
（1）心と体の健康づくり普及・推進

方向性4  もしもに備えるつながりの強化
（1）防災力の向上
（2）防犯体制の強化

方向性1  地域福祉への理解促進 重点
（1）普及・啓発活動の推進
（2）学校での福祉教育の充実

方向性2  誰もが自分らしく活躍できる
　　　　　場の充実

（1）生涯学習と社会参加の推進
（2）スポーツ・レクリエーション機会の拡大

方向性3  地域福祉を支える人材の育成
（1）ボランティア人材の育成
（2）地域における活動団体への支援

3 取り組み内容

災害等の緊急時に迅速に対応するため
には、日頃からの地域の交流・つなが
りが重要です。そのため、地域のニーズ
を踏まえたイベントの開催や交流・つ
ながりの場を整備し、地域のつながり
の強化に取り組むピヨ!

福祉体験学習

街かどカフェ

地域福祉フォーラム

とみや市民歌体操ひろめ隊 どんぐりの森活動

ともに学び、ともに活かす

自分らしく暮らせる地域を築く

地域福祉の輪を広げる

地域でつながり、守り育む

地域にある様々な困りごとの解決に
向けて、様々な分野の部署・機関によ
る連携を強化し、包括的な相談支援
体制の構築に取り組むピヨ!
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3　取り組み内容

1基本目標

3基本目標

4基本目標

2基本目標

地域にある困りごとの多様化・複雑化に
対応するとともに、現在の制度・サービス
を継続していくため、サービスの充実と
新たなサービスの検討、サービスを提供
する人材の確保・育成に取り組むピヨ!

一人ひとりが地域の困りごと
を「自分のこと」として捉え、
地域で協力しながら解決に
取り組めるよう、研修や講座
等を通して、「地域福祉」へ
の理解促進を図るピヨ!


